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児童相談所・市町村の支援プロセスにおける 

子どもの意見表明権保障～求められること３点                 

構成員：栄留里美（大分大学） 

 

１、 意見表明権の研修実施・具体的方法を手引きに挿入  

【現状】  

ａ 「当事者である子どもの権利擁護の取組（意見聴取・アドボカシー）」を行っているの

は日本全国で 18.5％（10 自治体）、検討中が 22.2％（12 自治体）、行っていないと回

答したのは 59.3％（32 自治体）と取り組みが広がっているとはいえない。取り組みを行

っていないと回答した自治体が考える課題は「（権利擁護の）仕組の構築に必要な人材の養

成や確保」が 56.3％と最も高い（厚生労働省委託調査 三菱 UFJ リサーチ&コンサルテ

ィング 2020） 

 

【求められること】 

① 子どもの意見表明に関する研修の実施 

現在の児童福祉司任用前研修：子どもの「権利擁護」については 2016 年法改正で

盛り込まれたが、理念を学ぶのみ。国連子どもの権利条約は５４条あるにもかかわら

ず、１コマですべての権利擁護を学ぶ仕組み。そのため、意見表明権など子どもの参

加権については深く実践的に学べない状況 

 

② 手引きに具体的実施フローを挿入 

具体的な実施ガイドラインがないために、児相職員からは「具体的にどのように聴く

のかわからない」といった声。国連子どもの権利委員会の一般意見１２号のプロセス

（準備⇒聴聞⇒力の評価⇒フィードバック⇒苦情申立）に基づく具体的フローチャー

ト等を手引き等に挿入。現状の課題の抽出も行われていないため、児相職員や子ども

への全国調査をもとに作成されるとより具体的な実施フローになると考える。 

 

 

１研修・
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２ アドボ

ケイトの養
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の明記
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２、 アドボケイトの養成・法制化  

【現状】 

a  児童相談所に対する苦情申立が 2017 年に年５件（９万人の要保護児童がいる中で）

であり、特に勧告などもされていない(厚生労働省委託調査 子ども情報研究センター

2018)。子どもが安心して児相措置に対する苦情が言えるようアドボケイト制度の法制化

が求められる。 

 

b 「アドボケイト」実施自治体が 7.6％に留まっている。 

（三菱UFJリサーチ&コンサルティング 2019） 

実施自治体（三重・岡山）でも、児相所属弁護士／職員が「アドボケイト」として面談（小

野・藥師寺編著 2019）。意義がある取り組みだが本来、児相に対する苦情を言える環境に

するには、児相とは独立した第三者がアドボケイトを担う必要がある。 

 

ｃ 新たに制度化が検討されている第三者の「独立（専門）アドボカシーの担い手である意

見表明支援員の養成は一部の地域で途に就いたばかりだと言える。」と述べられ養成は「急

務」。（三菱 UFJリサーチ&コンサルティング 2020：136） 

 

【求められること】 

① アドボケイトの法制化 

「アドボケイト」の必要性が言われているものの、実施自治体は少数。 

生まれた地域によって、差がでないよう法制化する必要がある。 

（イギリスでは法制化され、意思決定、苦情解決、定期訪問という形で、アド

ボケイトが活用されている） 

 

② 第三者性・独立性の確保 

児相や施設の内部職員にならないよう、外部のＮＰＯや弁護士が担うべきであ

る 

 

③ アドボケイトの養成研修の必須化 

弁護士でもＮＰＯ職員でも、傾聴の技術、意見表明支援の技術にはばらつきが

ある。活動前に必ず研修を受ける必要がある。イギリスでもアドボケイトの全

国基準及び養成研修が行われている。 
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【イギリスをモデルとした訪問アドボケイトを日本の児童養護施設で行った例】 

 

３、 児童福祉法への明記 

【現状】 

a 児童福祉法第２条「意見が尊重」という理念規定 

b児童福祉法 26 条第 2項は措置場面に限られていること、入所措置に関して意向を報告

書に「記載」しなければならないとしており,意見を「聴聞」すること自体については規定

していない.  

【求められること】 

児童福祉法に、措置の場面だけではなく「一時保護・措置・援助方針の見直し・家族

再統合・措置解除など、重要な意思決定場面」で、「子どもに説明し、子どもの意思・

願いを聴き、考慮する旨を明記すること  

そのうえで、意思決定の際には、原則子どもに出席を求めること。 

出席を求めることができない場合は、その旨を子どもに説明すること。子どもが指定し

た代理人の出席を認めること。 

参考 

児童福祉法 26 条第 2項「前項第一号の規定による報告書には、児童の住所、氏名、年齢、

履歴、性行、健康状態及び家庭環境、同号に規定する措置についての当該児童及びその保護

者の意向その他児童の福祉増進に関し、参考となる事項を記載しなければならない。」 

栄留里美（2015） 

英国では既存の機関から独立し,苦情等をもつ子どもの意見表明権を支援する訪問アド

ボカシーが実施されている.筆者らは,英国をモデルとして児童養護施設を定期訪問（週１

回～２週に１回）する「訪問アドボカシー」を２年間試行的に行った. 

・アドボケイトを利用した子ども 19名,職員 7名にインタビュー調査（栄留 2020） 

メリット 

・.職員は「横道において」いた子どもの思いを聴こうと【職員の権利意識が向上した】. 

・子どもが不満を話すことで落ち着き,自分から話すようになったといった【子どもに肯

定的変化があった】 

課題  

・子どもは「自分が話したいときに他の子とアドボケイトが話していた」といった訪問時

間が短いといった課題が語られた.⇒十分な時間・資金の確保の必要性 

・職員はアドボケイトが秘密を守ることや役割理解に困難さがあると述べた⇒職員への

権利擁護研修やアドボケイト役割理解のための意見交換会を複数回設ける必要性  
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他 児童相談所・市町村で子どもが話しやすい仕組みを構築  

① 社会的養護下の子どもへの年２回以上の面談義務化（現在年１回程度） 

現在、社会的養護においては年１回程度は福祉司面接が行われている。イギリス・アメ

リカ並みに１か月～３か月に一回は面接。最低でも 2回以上。児童福祉司は養育者同席

ではなく個別に面談する必要がある（養育者による虐待の発見のためにも）  

② 子どもとのコミュニケーションアプリの提供 

イギリスでは、子どもとのコミュニケーションツールアプリを行政が配布しており、 

６年前から普及している。ソーシャルワーカーに顔マークや意見を送信（MOMOアプリ） 

③ 子どもへの措置先選択・説明に用いる、ビデオ・媒体の作成 

子どもが措置先を選択するためのイメージがわかず、職員が一方的に伝えることがある。 

④ 児童福祉司・市町村職員（虐待対応）の増員（緊急対応に追われているため） 

 

引用文献 

国連子どもの権利委員会；CRC(2009) GENERAL COMMENT No. 12 (2009)The 

right of the child to be heard (=2011,平野祐二訳,「子どもの権利委員会・一般的意

見 12号：意見を聴かれる子どもの権利」

(http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/22.html) 

栄留里美（2015）『社会的養護児童のアドボカシー―意見表明権の保障を目指してー』明

石書店． 

栄留里美（2020）「児童養護施設における訪問アドボカシー実践の評価研究 

－子ども・施設職員へのインタビュー調査に基づく考察ー」『子ども家庭福祉学』第 20

号,53-66. 

公益社団法人子ども情報研究センター（2018) 「都道府県児童福祉審議会を活用した子ど

もの権利擁護の仕組み」調 査 研 究 報 告 書  

（https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000520496.pdf） 

三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング(2019）『子どもの権利擁護に新たに取り組む自治

体にとって参考となるガイドラインに関する調査研究報告書』 

（https://www.mhlw.go.jp/content/11907000/000579038.pdf） 

三菱UFJリサーチ&コンサルティング（2020）『令和元年度子ども・子育て支援推進調査

研 究 事 業 ： ア ド ボ ケ イ ト 制 度 の 構 築 に 関 す る 調 査 研 究 報 告 書 』

（ https://www.murc.jp/wpcontent/uploads/2020/04/koukai_200427_7_1.

pdf,2020,8,1） 

小野 善郎・ 藥師寺 真編著（2019）『児童虐待対応と「子どもの意見表明権」――一時保

護所での子どもの人権を保障する取り組み』明石書店. 
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資料 
北米・当事者ユースによるシステム・アドボカシー 

 
武蔵野大学／IFCA  永野 咲 

１）アドボカシーと当事者参画の整理 
Ø 誰が、何に対して声をあげるか 
① インケア前後 
・本人が（セルフ・アドボカシー） 
・自身のプランやケアに声をあげる（ケース・アドボカシー） 
②  措置解除（前）後 
・ケアを経験した当事者ユースとして（ピア・アドボカシー／ユース・アドボカシー） 
・制度やケアの改善のために声をあげる（システム・アドボカシー） 

Ø ケース・アドボカシーによって蓄積された「声」を、システム・アドボカシーにつなげることが
重要（でなければ、次世代の状況が変わらない） 

  
 
２）北米・当事者ユースによるシステム・アドボカシーのインパクト 

Ø カナダ・オンタリオ州：1978年「子どもアドボカシー事務所(The Office of Child and Family 
Advocacy)」設立。州議会に直属する公の機関。政府の機関であったが、2007年に独立し議会
直属となった。※現在、オンブズマン制度に統合 

① 個別の権利擁護アドボカシー（Individual Rights Advocacy）：養成されたアドボキットが、子ども
やユースのパートナーとして、子どもの側で子どもの声を聴きながら、苦情やケアに関する相談に対
応し、問題解決までフォローする 

② システム・アドボカシー（Systemic Advocacy）：子どもやユースからの訴えにパターンがある場
合、政策や制度、実践に対して、改善の勧告を行う。子どもたちの生活や将来に関わる決定権を持つ
人々、とりわけ政治家など政策決定者に彼らの声を届ける 

③ コミュニティ開発アドボカシー（Community Development Advocacy）：問題が特定のグループ
に関わる場合、子どもやユースがアドボカシー活動を行えるよう支援する。ユースたちが主体となっ
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た刊行物やイベントなどが大きな社会的反響を呼び、多くの政策変更をもたらした 
④ 調査（Investigation）:児童相談所や委託を受けた機関に対し、社会的養護のもとにある子どもの生

活に関する事柄について調査し、勧告を出す 
⑤ インクエストでの提言：制度のもとにいる子どもが死亡した場合、「検死官法」に基づいて、子ども

の死因を突き止める。アドボカシー事務所は、機関の独立性を維持して、子どもの声を代弁し、積極
的にインクエストに関与する 

Ø カナダ・ブリティッシュ コロンビア州：1993年 Federation of BC Youth In Care Networks
（FBCYICN）が設立。FBCYICNは、ユース・アドボカシーとして当事者の声を政策決定の場に
届けることを目的に、ケアにいた若者たちによって作られた組織。その後、政府からの支援を受
け、現在も運営されている。制度について当事者の声を直に聞くことができる機会が持てると、政
府や児童相談所等に肯定的に評価されている 

Ø 米国・カリフォルニア州：1988年 California Youth Connection（CYC）が活動を開始。後に全
米の当事者参画のモデルとなる。年に１度、120人を超える当事者ユースが集まり、州議会に対し
て直接要望を届ける。30年間で20 の制度・法律の改正を実現している 

Ø 米国・ワシントン州：州の制度策定過程に複数の段階での当事者参画が保証されている。州の児
童家庭局内に、ユース諮問委員会パッション・トゥー・アクション（Passion to Action）が常設
され、政策に対する当事者による諮問が行われている 
 

→こうした当事者ユースによるシステム・アドボカシーは、制度が真に必要とされる方向性を示すこと
で、当事者だけでなく支援者や制度策定者もエンパワメントされると評価されている。 
 
３）ユース・アドボカシー（システム・アドボカシー）のために、日本には何が必要か？  
Ø ユース・アドボカシー団体の安定した組織化 
① 財政的安定：北米の多くの組織で公的な財政サポートが入っている 
② プログラムの安定：ユース・アドボカシーの理念に基づく、トレーニングの普及（ユースの
安全性を守るトレーニング、ユースの内的成長を支えるトレーニング、ユースと支援者のパ
ートナーシップトレーニング etc） ※IFCA(2015)参照 

Ø ユース・アドボカシー（当事者ユースの参画）を前提とした制度設計 
Nothing about us, without us：関連制度の策定や改訂には、当事者の参画を必須とし、制
度策定のプロセスに必ず当事者の参画を保障すること 

 
＜参考文献＞ 
・ 畑千鶴乃・大谷由紀子・菊池幸工(2018)『子どもの権利最前線 カナダ・オンタリオ州の挑戦ー子
どもの声を聴く コミュニティハブとアドボカシー事務所』かもがわ出版． 

・ International Foster Care Alliance(2015)『ストラテジック・シェアリング-Strategic 
Sharing』． 

・ 永野咲（2020）「社会的養護を必要とする子ども・若者の参画とソーシャルワーク」ソーシャルワ
ーク研究 vol46 No3. 
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202１.1.25 

子どもアドボケイト養成研修試案 

              熊本学園大学 

堀 正嗣 

１ 子どもアドボケイト養成研修の全体像  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①基礎講座 

アドボケイトとして活動を希望する人のために、全国基準・ガイドラインに準拠した講座を

NPO・法人など独立性のある団体が実施。 

③認定講座 

認定を受けて、意見表明支援員等の業務を行うことを希望する人を対象に、全国基準・ガイド

ラインに準拠した講座を NPO・法人など独立性のある団体が実施。 

③専門講座 

スペシャリストとして専門性の高いアドボカシー実践、研修講師、ＳＶなどを担う人のための

専門的講座であり、①・②を終えてアドボケイトとしての活動実績があり、所属団体から推薦が

ある者が対象。 

 

  

①基礎講座（15h） 

②認定講座（15h） 

③専門講座 

子どもアドボカシー全国基準・ガイドライン 

準拠 

修了認定 

意見表明支援員等 
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２ 基礎講座カリキュラム（例） 

回 時間 内容 

1 1.5時間 子どもの権利条約と子どもの権利 

2 1.5時間 子どもの権利の理解（演習） 

3 1.5時間 子どもアドボカシーの意味と必要性 

・子どもアドボカシーの意味 

・子どもアドボカシーの必要性 

・子どもアドボカシーの担い手 

4 1.5時間 アドボカシーを必要とする子どもたち 

・全ての子どものアドボカシーの必要性 

・アドボカシーを特に必要とする子ども（障害・社会的養護・外国籍など） 

5 1.5時間 子どもアドボカシーの理念と原則 

・アドボカシーの４つの理念 

・アドボカシーの 6つの実践原則 

6 1.5時間 訪問アドボカシーとは 

7 1.5時間 個別アドボカシーとは 

8 1.5時間 アドボカシーの技術①――傾聴 

9 1.5時間 アドボカシーの技術②――意見表明支援 

10 1.5時間 グループ討議・振り返り・修了式 

 

３ 認定講座カリキュラム（例） 

回 時間 内容 

1 1.5時間 当事者・経験者がもとめるアドボカシー 

2 1.5時間 子どもアドボカシーの実際：アドボケイト体験談 

3 1.5時間 子どもアドボカシーにかかわる法律・制度の理解 

4 1.5時間 児童相談所がかかわる子どもたち 

5 1.5時間 児童福祉施設と里親養育の理解 

6 1.5時間 障害児のアドボカシー（社会モデル・非指示型アドボカシーを含む） 

7 1.5時間 全国基準・ガイドラインが求めるアドボケイトの役割 

8 1.5時間 事例検討① 

9 1.5時間 事例検討② 

10 1.5時間 グループ討議・振り返り・修了式 
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４ 子どもアドボケイトに必要とされる知識・技術 

Ａ アドボカシーに関する知識・技術 

１ アドボカシーについての理解 

①理念（倫理を含む）／②定義／③役割／④発展／⑤種類 

２ 子どもアドボカシーの技術 

①子どもとのコミュニケーションと信頼関係構築の技術／②傾聴の技術／③意見形成支援の技

術／④意見表明支援の技術／⑤代弁･仲介の技術／⑥職員との関係形成の技術／⑦ジレンマへの

対処技術／⑧終結の技術／⑨個人情報保護の技術／⑩危機的状況への対処の技術／⑪非指示型

アドボカシーの技術 

３ 子どもの権利についての理解 

① 子どもの権利条約・障害者権利条約等の国際法／②児童福祉法･児童虐待防止法・障害者差

別解消法等の国内法 

Ｂ 児童福祉に関する知識・技術 

１ 児童福祉制度についての理解 

①児童福祉制度と児童相談所の役割／②児童福祉施設の役割／③施設養護の理解／④里親養育

の理解、⑤権利擁護と苦情解決の仕組み 

２ 子どもの理解とコミュニケーション 

① 社会的養護児童についての理解／②被虐待児についての理解／③障害児についての理解 
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